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葛飾区地域医療連携協議会の発足及び協議開始について

地域保健課

区民が症状に応 じ、隊要な時に適切な医療を切れ目なく受けられるよう、生活を支える

サービスも含めた総合的な体制が必要である。そのためには、区内の限りある医療資源を

有効活用 し、区内及び近隣地域の医療機関が、その機能に応 じて、相亘に連携することに

より、必要な医療を地よ或全体で区民に提供することが求められてしヽる。

そこで、区では、医療連携体制につしヽて、検討するため、地域医療連携協議会の発足に

向けた準備をしていた。各団体から各委員の推薦を受け、7月 1国 に、第 1回 地域医療連

携協議会を開催 したところである。

1 目 的

区民力寸症状に応 じた医療を地域で適切に受けることができるよう、区民が受診する

医療機関の機能に応 じた切れ目なしヽ医療連携につしヽて検討を図ることを目的とする。

2 委 員
・協議会委員 委 員名簿は局」添資料のとおり
・委員の任期は委嘱 した日から3年 とする。

第1回協議の概要
・委員委嘱、会長指名、学識経験者による基調講演、各委員による現状報告を行い、

それをベースに討議を行つた。委員からは、①地域全体でのネットワークが不足
してしヽる。②区内には回復期のリハビリテーション病床がなしヽ。③在宅と介護を

含めた議論が必要である等の意見が出された。

今後の予定
・本協議会として基本的な課題の抽出後、方向性を議論し、具体案につしヽては、検討
吉日会を設置して、検討を行う予定。



葛飾区地域医療連携協議会委員

委 員  名 役 職 等

□ 武藤 正 樹 国際医療福祉大学大学院 教 授

ワ

々 下村 裕 見子 東京女子医科大学病院 地 域連携室

3 石川 辰 雄 葛飾区医師会 会 長

4 吉寄 友 康 葛飾区医師会 地 域医療部担当理事

5 小松 孝 至 葛飾区歯科医師会 会 長

6 根岸 哲 夫 葛飾区歯科医師会 高 齢者歯科検討委員会委員長

7 田中 邦 芳 葛飾区薬剤師会 会 長

8 森  耕 司 葛飾区薬剤師会 副 会長

9 伊藤 洋 東京慈恵会医科大学附属青戸病院 病 院長

10 根本 昌 実
東京慈恵会医科大学附属青戸病院 総 合内科診療部長

患者支援 医 療連携センター長

11 二)| 1  俊二 側東京都保健医療公社 東 部地域病院 院 長

12 長谷川 修 葛飾区病院管理協議会代表 平 成立石病院 病 院長

13 細川  え み子 葛飾区保健所長

※ 地域医療連携協議会会長は武藤正樹氏。



葛飾区地域医療連携協議会設置要綱

2 3 葛 保 地 第 2 1 7 号

平成 23年 6月 8日 区長決裁

(趣旨)

第 1条  葛 飾区 (以下 「区」とい う。)民 が症状に応 じた医療を地域で適切に受ける

ことができるよう、区民が受診する医療機関の機能に応 じた切れ 目ない医療連携

について検討するため、葛飾区地域医療連携協議会 (以下 「協議会」とい う。)を

設置する。

(所管事項)

第 2条  協 議会の所管事項は、次に掲げるものとする。

(1)区 内の医療機関の機能に応 じた医療連携について検討を行 うこと。

修)そ の他協議会が医療連携の推進のため必要があると認める事項。

(委員)

第 3条  協 議会の委員 (以下 「委員」とい う。)は 、学識経験者及び次に掲げる団体

等に属する者の中から葛飾区長 (以下 「区長」とい う。)が 委嘱する者並びに保健

所長 とする。

(1)葛 飾区医師会

修)葛 飾区歯科医師会

(引 葛 飾区薬剤師会

14)大 学附属病院

6)地 域医療支援病院

2 区 長は、特に必要と認めるときは、前項各号に掲げる団体等以外の区内め医療

機関に属する者を委員 として委嘱することができる。

(委員の任期)

第 4条  委 員の任期は、委嘱 した 日から3年 とし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。ただし、再任 されることは妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第 5条  協 議会に、会長及び副会長を置 く。

2 会 長は、学識経験者の中から区長が指名する。

3 会 長は、協議会を代表 し、会務を総理する。

4 再 」会長は、保健所長 とする。



5 副 会長は、会長を補佐 し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第 6条  協 議会は、会長が招集する。

2 会 長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対 し、出席を求め、説明、

意見等を聴 くことができる。

(検討部会)

第 7条  会 長は、専門的な事項を検討するため、協議会の下に検討部会を置く。

2 検 討部会は、協議会か らの下命事項について検討する。

3 検 討部会は、随時、その検討結果を協議会に報告する。

(庶務)

第 8条  協 議会の庶務は、保健所地域保健課において処理する。

(委任)

第 9条  こ の要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

別に定める。

付 貝J

この要綱は、平成 23年 6月 8日 から施行する。


